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感染症対策の義務化

• 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体
制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等
の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション） の実施等を義務づける。その際、３年の経過
措置期間を設けることとする。



②高齢者虐待防止の推進

• 障害福祉サービスにおける対応も踏まえ、全ての介護サービス事業者を対象に、利用者
の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委
員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。その際、３年の
経過措置期間を設けることとする。



④会議や多職種連携における
ICT の活用

• 運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等（利用者 の居宅を訪問し
ての実施が求められるものを除く）について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、
以下の見直しを行う。

• ア 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、 「医療・介護
関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システム
の安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認
める。

• イ 利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上
で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。



②認知症に係る取組の情報公表
の推進

• 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観

点から、全ての介護サービス事業者を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の

取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求めることとす

る。



④認知症介護基礎研修の受講の
義務づけ

• 認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現し
ていく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サー
ビス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、 医療・福祉関係の資格を有さない無資格
者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。
その際、３年の経過措置期間を設けることとする。なお、認知症基礎研修については、質
を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。



③災害への地域と連携した対応の
強化

• 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策（計
画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等）が求められる介護サービス
事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地
域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。



①看取り期における本人の意思を
尊重したケアの充実

• 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させ
る観点から、訪問看護等のターミナルケア加算における対応と同様に、基本報酬（介護医
療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護（介護老人保健施設によるものを除く））や
看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ
セスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求めることとする。また、
施設系サービスについて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方
針決定に対する支援に努めることを求めることとする。



③多機能系サービスにおける認知症
行動・心理症状緊急対応加算の創設

• 在宅の認知症高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点
から、多機能系サービスについて、施設系サービス等と同様に、認知症行動・心理症状緊
急対応加算を新たに創設する。



⑧通所困難な利用者の入浴機会
の確保

• 看取り期等で多機能系サービスへの通いが困難となった状態不安定な利用者に入浴の機
会を確保する観点から、多機能系サービスの提供にあたって、併算定ができない訪問入
浴介護のサービスを、多機能系サービス事業者の負担の下で提供することが可能である
ことを明確化する。



⑤緊急時の宿泊ニーズへの対応の
充実

• 在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、以
下の見直しを行う。

• ウ 小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護において、 事業所の登録
定員に空きがあること等を要件とする登録者以外の短期利用（短期利用居宅介護費）に
ついて、登録者のサービス提供に支障がないことを前提に、宿泊室に空きがある場合に
は算定可能とする。



①離島や中山間地域等における
サービスの充実

• 離島や中山間地域等の要介護者に対する介護サービスの提供を促進する観点から、以下
の見直しを行う。他のサービスと同様、これらの加算については、区分支給限度基準額の
算定に含めないこととする。

• ウ 小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護について、 「訪問」も提供
することを踏まえ、移動のコストを適切に評価する観点からも、訪問系サービスと同様に、
特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算の対象とする。



③過疎地域等におけるサービス提
供の確保

• 「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和元年 12 月 23 日 閣議決定）を

踏まえ、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護について、過疎地域

等におけるサービス提供を確保する観点から、過疎地域等において、地域の実情により事

業所の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に、人員・設備基準を満たすこと

を条件として、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間（市町村が登録定員の

超過を認めた時から当該介護保険事業計画期間終了までの最大３年間を基本とする。ま

た、介護保険事業計画の見直しごとに、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえ、

代替サービスを新規整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた

場合に限り、次の介護保険事業計画期間の終期まで延長が可能）行わないこととする。



④地域の特性に応じた小規模多
機能型居宅介護の確保

• 令和２年の地方分権改革に関する提案募集における提案を踏まえ、小規模多機能型居宅
介護について、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、看護小規
模多機能型居宅介護等と同様に、厚生労働省令で定める登録定員及び利用定員の基準を、
市町村が条例で定める上での「従うべき基準」（必ず適合しなければならない基準であり、
全国一律）から「標準基準」（通常よるべき基準であり、合理的な理由がある範囲内で、地
域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されるもの）に見直す。



⑤特例居宅介護サービス費による地域
の実情に応じたサービス提供の確保

• 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点
から、令和２年の地方分権改革に関する提案募集における提案（訪問看護ステーションご
とに置くべき看護師等の員数を「従うべき基準」から「参酌すべき基準」とする）も踏まえ、
特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体から
の申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う等の対応を行う。



（１）リハビリテーション・機能訓練、
口腔、栄養の取組の連携・強化

• リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防

止を効果的に進める観点から、以下の見直しを行う。

• ア リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計

画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応

じて参加することを明確化する。

• イ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書（リハビリテーション計画

書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録）について、重複す

る記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設け

る。



⑧生活機能向上連携加算の見直
し（看護除く）

• 生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的である外部のリハビリテー

ション専門職等との連携による自立支援・重度化 防止に資する介護の推進を図る観点から、以下の

見直し及び対応を行う。

• イ 訪問系サービス、多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算（Ⅱ） について、サービス提

供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカン

ファレンスを行う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカ

ンファレンスが効果的であることや、業務効率化の観点から、同カンファ レンスについては利用者・

家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービス提供責

任者及びリハビリテーション専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明確化する。

• ウ 外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、 生活機能向上連携加算

の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなど

の取組を進める。



⑰通所系サービス等における口腔
機能向上の取組の充実

• 通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、居住系サービスについて、利

用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことによって、口腔機能低下

の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員が実施可能な口腔機能

のスクリーニングの実施を評価する新たな加算を創設する。その際、目的及び方法等に鑑

み、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行うものとする。 また、通所介護、

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、看護小規模多機

能型居宅介護の口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの

活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分

を設ける。（※ ３（２）①イ参照）



⑱通所系サービス等における栄養ケ
ア・マネジメントの充実（看護のみ）

• 通所系サービス等について、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく

観点から、以下の見直しを行う。

• ア 管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を評価する新たな加算を創設す

る。その際、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・

ケアの向上を図ることを要件の一つとする。（※３（２）①イ参照）

• イ 栄養改善加算について、栄養改善が必要な者に適切な栄養管理を行う観点から、事業所の管理

栄養士が必要に応じて居宅を訪問しての栄養改善サービスの取組を行うことを求めるとともに、評

価の充実を図る。

• ウ ア及びイにおける管理栄養士については、外部（他の介護事業所、医療 機関、介護保険施設又は

栄養ケア・ステーション）との連携による配置を可能とする。

• エ ア及びイの加算については、通所系サービスに加えて、看護小規模多機能型居宅介護を対象とす

る。



②褥瘡マネジメント加算等の見直
し（看護のみ）

• 褥瘡マネジメント加算（介護医療院は褥瘡対策指導管理）について、介護の質の向上に係
る取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。

• ア 計画の見直しを含めた施設の継続的な取組を評価する観点から、３月に１回を上限と
する算定について、毎月の算定を可能とする（介護医療院を除く）。

• イ 現行の褥瘡管理の取組（プロセス）への評価に加え、褥瘡の発生予防や状態改善等（ア
ウトカム）について評価を行う新たな区分を設ける。その際、褥瘡の定義や評価指標標に
ついて、統一的に評価することが可能なものを用いる。

• ウ CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの
向上を図ることを求める。（※３（２）①イ参照）

• エ 看護小規模多機能型居宅介護を同加算の対象とする。



③排せつ支援加算の見直し（看護
のみ）

• 排せつ支援加算（介護療養型医療施設を除く）について、介護の質の向上に係る取組を一層推進す

る観点から、以下の見直しを行う。

• ア 排せつ状態の改善が期待できる入所者を漏れなく支援していく観点から、全ての入所者に対し

て定期的な評価（スクリーニング）の実施を求め、事業所全体の取組として評価する。

• イ 継続的な取組を促進する観点から、現行、６か月間に限って算定可能とされているところを、６か

月以降も継続して算定可能とする。

• ウ 入所者全員に対する排せつ支援の取組（プロセス）への評価に加え、排せつ状態の改善（アウトカ

ム）について評価を行う新たな区分を設ける。 その際、定義や指標について、統一的に評価するこ

とが可能なものを用いる。

• エ CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図

ることを求める。（※３（２）①イ参照）

• オ 看護小規模多機能型居宅介護を同加算の対象とする。



⑩管理者交代時の研修の修了猶
予措置

• 管理者の要件とされている認知症介護実践者研修及び認知症対応型サービス事業管理
者研修の修了について、研修の実施時期が自治体によって他律的に決定されるものであ
ることを踏まえ、計画作成担当者に係る措置と同様に、管理者が交代する場合において、
新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申し込みを行い、研修を
修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとする。
なお、事業者の新規指定時には、管理者は原則どおり研修を修了していることを必要とす
る。



⑪介護老人福祉施設等の人員配
置基準の見直し（看護除く）

• イ 広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所

を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者・介

護職員の兼務を可能とする。



（１）評価の適正化・重点化

• 通所系サービス、多機能系サービスについて、同一建物等居住者に係る減算の適用を受
ける者と当該減算の適用を受けない者との公平性の観点から、当該減算等の適用を受け
る者の区分支給限度基準額の管理において、減算等の適用前の単位数を用いることとす
る。



②居宅介護支援における（看護）小規模多
機能型居宅介護事業所連携加算の廃止

• 【居宅介護支援★】（看護）小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について、算定実績

を踏まえて、廃止する。



①処遇改善加算の職場環境等要
件の見直し

• 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、
介護事業者による職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しを行う。

• ア 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進
されるように見直しを行う。

– 職員の新規採用や定着促進に資する取組

– 職員のキャリアアップに資する取組

– 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組

– 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組・ 生産性の向上につながる取組

– 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取
組

• イ 職場環境等要件に基づく取組の実施について、過去ではなく、当該年度における取組の実施を求める。



②介護職員等特定処遇改善加算
の見直し

• 介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業と遜色な
い賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した
上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、以下の見
直しを行う。

• 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「２
分の１を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は
「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」
とする。



③サービス提供体制強化加算の見
直し

• サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層
推進する観点から、財政中立を念頭に、以下の見直しを行う。

• ア 介護福祉士割合や介護職員等の勤続年数が上昇・延伸していることを踏まえ、各サー
ビス（訪問看護及び訪問リハビリテーションを除く）について、より介護福祉士の割合が高
い、又は勤続年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新た
な区分を設ける。その際、同加算が質の高い介護サービスの提供を目指すものであるこ
とを踏まえ、当該区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームについて は、
サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を求めること とする。



③サービス提供体制強化加算の見
直し

• イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、通所系サービス、短期入所系サー ビス、多機能系サービス、
居住系サービス、施設系サービスについて、勤 続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見
直すとともに、介護福 祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件に
よる区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定す る。

• ウ 夜間対応型訪問介護及び訪問入浴介護について、他のサービスと同様 に、介護福祉士の割合に
係る要件に加えて、勤続年数が一定期間以上の職 員の割合に係る要件を設定し、いずれかを満た
すことを求めることとす る。

• エ 訪問看護及び訪問リハビリテーションについて、現行の勤続年数要件 の区分に加えて、より長い
勤続年数で設定した要件による新たな区分を 設ける。

• オ 業務負担の軽減や加算の活用を図る観点から、算定率の高い介護職員 処遇改善加算において
同様に要件として求められる研修実施、会議開催、 健康診断実施の要件について、廃止する。



⑩介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及
び（Ⅴ）の廃止

• 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、上位区分の算定が進ん でいることを踏
まえ、廃止する。その際、令和３年３月末時点で同加算を算 定している介護サービス事業
者については、１年の経過措置期間を設ける こととする。



利用者への説明・同意等に係る見直

• 利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、 政府の方針も

踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等へ の説明・同意について、以下

の見直しを行う。

• ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることと

する。

• イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替

手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する



⑦ハラスメント対策の強化

• 介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全 ての介護サービ

ス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント 対策に関する事業者の責務を

踏まえつつ、ハラスメント対策を求めること とする。



員数の記載や変更届出の明確化

• 介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を 図る観点から、

運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」につ いて、「○○人以上」と記載

することが可能であること及び運営規程におけ る「従業者の職種、員数及び職務の内容」

について、その変更の届出は年1 回で足りることを明確化する。



記録の保存等に係る見直し

• 介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を 図る観点から、

介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、 適切な個人情報の取り扱

いを求めた上で、電磁的な対応を原則認めること とし、その範囲を明確化する。また、記

録の保存期間について、他の制度の 取り扱いも参考としつつ、明確化を図る。



4運営規程等の掲示に係る見直し

• 介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点 から、運営規

程等の重要事項について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能 な形でファイル等で備え

置くこと等を可能とする。


